
                                                       令和４年 9 月１日現在 

区分 会員数  平均年齢 

                                                                          男 148 人  ７3.5 歳 

                                      女   54 人  ７6.6 歳 

                                      計 202 人  ７4.3 歳 
 

残暑お見舞い申し上げます。８月も７月に続いて、就業中の事故や新型コロナウイルス感染症への感染が発生し、就業

に影響が出ました。事故やコロナに感染された皆さまの一日も早い回復をお祈り申し上げます。９月も厳しい状況が続く

と想定されます。会員の皆さまにおかれましては、体調管理にご留意いただき、安全・安心な就業に心がけていただきま

すよう重ねてお願い申し上げます。 
 

 刃物研ぎ、布草履製作 会員さん募集します。 
  

シルバー人材センターの独自の取組として、これまで続けて来ました「刃物研ぎ」や「布草履の製作」が就業できる会

員さんの減少により、継続することがむずかしくなってきました。 

 「刃物研ぎ」や「布草履」は、これまで鹿島市シルバー人材センターの PR のために、市内のイベントや佐賀県連合会主

催の「いきいきシルバーフェア」の際に実演や販売を行い、鹿島市シルバー人材センターの取組を宣伝してまいりました。 

 どちらも固定のお客さんについていただき、好評をいただいていますので、事務局としては、継続したいと思っている

事業です。 

 会員さんで興味をお持ちの方は、事務局までご連絡ください。 

 皆さまのご協力をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鹿島市ふるさと納税の返礼品に登録しました。 
 

鹿島市ふるさと納税の返礼品として、シルバー人材センターのサービス提供を登録しました。 

現在、鹿島市シルバー人材センターには、市外に住んでいる方から、実家などの空き家の剪定や草刈などの依頼が、 

年間１００件程度あります。このことから、潜在的に市外からの空き家になった実家等の維持管理のニーズはあるのでは

ないかと考え、鹿島市にふるさと納税の返礼品として、鹿島市に登録をお願いしました。 
 

シルバー人材センターのサービスをふるさと納税により、寄付者に対して３割安くサービスを提供できます。市からそ

の３割は受け取るのでセンターにとっては、受け取る料金は通常のサービスと同じで、市外からの仕事の受注の機会が増

えるというメリットがあります。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付金額 10,000円、30,000円、50,000 円 

 

（鹿島市ふるさと納税のページより） 

 
 

事務局だより  令和４年 9 月号  



 就業会員さんを募集します！  
 

〇北公園 管理業務 
・ 募集人員      男性１名（適任者を選任します。） 

 

・ 就業時間      ３交代制 

             朝…６：30～1１：３0 昼…11：30～16：30 夜…16：30～21：30 

 

 ・ 仕事内容      テニスコート利用者の受付及び利用料（金銭）の管理 

            北公園敷地内の清掃（トイレ含）・除草 

            放送設備やナイター照明等の機械操作 
 

・ 応募会員の要件   簡単な受付事務及び金銭管理が確実にできる方 

 接客応対が臨機応変にできる方 

          公園の管理が責任を持って自主的にできる方 

 他の会員と協調できる方 

          年齢がおおむね 70 歳以下程度の男性 
 

    ※仕事内容の説明会後「応募会員の要件」を満たしている方の応募が複数の場合は選考いたします。 
 

・ 就業報酬（配分金） １ヶ月に 15 日程度の就業で、６万円程度 
 

・ 就業開始予定    見習い期間後、令和４年１０月から就業予定 
            

・ 応募期限      ９月２２日（木） 事務局 吉田まで 

 

 受講生募集！  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※受講を希望される方は、9 月 22 日（木）までに 事務局 土井まで 

 

就業報告書の提出は早めにお願いします。  
 

お仕事をされた会員の皆さまへのお願いです。 

お仕事をされましたら、早めに就業報告書を提出してください。 

この報告書により、発注者の方に代金を請求します。 

遅くなれば請求も遅れることになり、発注者の方にもご迷惑がかかります。 

遅くとも仕事をした翌月の５日までには、必ず提出をおねがいします。 


